
　

夫
や
恋
人
な
ど
か
ら
の
暴
力
を

「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
」

（
略
す
る
場
合
は
頭
文
字
を
と
っ
て

Ｄ
Ｖ
）
と
い
い
ま
す
。

　

暴
力
と
い
う
と
、
身
体
的
暴
力
を

イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
で
す
が
、
精
神
的

暴
力
や
、
性
的
暴
力
･
経
済
的
暴
力

も
含
ま
れ
ま
す
。

　
●
身
体
的
暴
力

殴
る
･
蹴
る
･
首
を
締
め
る
･
物
を

投
げ
る
･
刃
物
で
脅
す　

な
ど

●
精
神
的
暴
力

バ
カ
に
す
る
･
無
視
す
る
･
交
友
関

係
を
規
制
す
る　

な
ど

●
性
的
暴
力

性
的
行
為
を
強
要
す
る
･
避
妊
に
協

力
し
な
い　

な
ど

●
経
済
的
暴
力

生
活
費
を
渡
さ
な
い
･
外
で
働
く
こ

と
を
制
限
す
る　

な
ど

　　

平
成　

年
の
内
閣
府
の
調
査
に
よ

15

る
と
、
女
性
の
５
人
に
１
人
が
身
体

的
暴
力
を
受
け
た
経
験
が
あ
り
、　

20

人
に
１
人
が
命
に
危
険
を
感
じ
た
こ

と
が
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
。
気
付

か
な
い
う
ち
に
身
近
で
起
こ
っ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
問
題
で
す
。

Ｄ
Ｖ
が
引
き
起
こ
す
影
響

被
害
者
へ

○
身
体
的
症
状
…
不
眠
・
頭
痛
・

 
動  
悸 
・
摂
食
障
害
・
耳
鳴
り
な
ど

ど
う 
き

○
精
神
的
障
害
…
う
つ
・
無
気
力
・

自
殺
願
望
・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
・

子
ど
も
へ
当
た
る　

な
ど

子
ど
も
へ

　

暴
力
行
為
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に

よ
る
精
神
的
苦
痛
が
、
心
身
の
成
長

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

恋
人
時
代
の
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」

　

Ｄ
Ｖ
の
根
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、

恋
人
時
代
の
デ
ー
ト
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
る
そ
う
で
す
。

「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
の
被
害
に
遭
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？

例･
別
れ
話
を
す
る
と
殴
ら
れ
た

･
服
装
や
交
友
関
係
な
ど
を
細
か
く

指
示
さ
れ
る

･
携
帯
電
話
や
メ
ー
ル
な
ど
で
行
動

を
監
視
さ
れ
る

Ｄ
Ｖ
の
サ
イ
ン
は
出
て
い
ま
せ
ん
か
？

□
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、

何
で
も
私
の
せ
い
に
す
る
。

□
た
び
た
び
携
帯
で
居
場
所
を
確
認

す
る
。

□
帰
宅
が
遅
く
な
る
と
怒
り
出
す
。

□
「
誰
に
食
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

ん
だ
」
と
言
う
。

□
人
前
で
も
平
気
で
バ
カ
に
す
る
。

□
キ
レ
る
と
壁
を
蹴
っ
た
り
、
物
を

投
げ
た
り
す
る
。

□
い
つ
も
命
令
口
調
で
怒
鳴
る
。

□
「
バ
カ
」「
死
ね
」
と
言
う
。

□
言
う
と
お
り
に
し
な
い
と
不
機
嫌

に
な
る
。

□
暴
力
を
振
る
っ
た
後
、
急
に
優
し

く
な
っ
た
り
、
謝
っ
た
り
す
る
。

□
彼
が
い
な
い
と
な
ぜ
か
ホ
ッ
と
す

る
。

□
私
の
お
金
の
使
い
道
を
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

□
実
家
や
友
人
と
の
交
際
を
禁
止
し

た
り
、
外
出
を
制
限
し
た
り
す
る
。

□
望
ま
な
い
性
行
為
を
強
要
す
る
。

□
い
つ
も
彼
の
機
嫌
を
損
ね
な
い
よ

う
に
気
を
遣
っ
て
い
る
。

□
生
活
費
し
か
渡
さ
ず
、
収
入
を
教

え
な
い
。

□
避
妊
に
協
力
し
な
い
。

□
何
を
す
る
に
も
彼
の
許
可
が
い
る
。

□
話
を
す
る
と
、
非
難
し
た
り
無
視

し
た
り
す
る
。

□
働
く
こ
と
に
、
い
い
顔
を
し
な
い
。

「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
は
あ
な
た
の
お
守
り

　

裁
判
所
は
、
身
体
的
暴
力
を
防
ぐ

た
め
、
加
害
者
に
対
し
、
被
害
者
に

近
寄
ら
な
い
よ
う
に
命
じ
る
決
定
＝

保
護
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
機
関

に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

◎
県
に
よ
る
相
談
機
関

県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

�
０
９
６
―
３
８
１
―
４
４
５
４

平
日
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

県
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

�
０
９
６
―
３
８
１
―
７
１
１
０

平
日
午
前
８
時　

分
〜
午
後　

時

３０

１２

土
日
祝
午
前
９
時
〜
午
後　

時
１２

　
母
子
自
立
支
援
相
談
員
に
よ
る
相
談

窓
口
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
皆
さ
ん
が
抱
え

る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
ご
と
を
解
決
す

る
お
手
伝
い
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま

す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

日　
　

時　

平
日
の
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
（
正
午
〜
午
後

１
時
を
除
く
）

場　
　

所　

市
役
所
福
祉
課
内

　
　
　
　
　

（
電
話
で
の
相
談
も
可
）

相
談
内
容　

Ｄ
Ｖ
、
家
庭
不
和
、
離

婚
、
過
去
の
性
的
被
害

や
Ｄ
Ｖ
被
害
に
よ
る
心

身
の
不
調
、
不
妊
な
ど

問
合
せ
先　

福
祉
課
こ
ど
も
福
祉
係

母
子
自
立
支
援
相
談
員　

田
上
伸
子

�
３
２
―
１
１
１
１（
内
線
１
３
４
）
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　ある女の子が学校で使う上履きを買いに行き
ました。売り場には赤・青・ピンク・黄色など、
さまざまな色の上履きが置いてありました。そ
の中で女の子が言いました。
　「この青い色の上履きがいい」すると一緒に
買い物に行った保護者が言いました。
　「そんな色はよしなさい。女の子でしょう、
赤かピンクにしなさい。あとで後悔するよ」
　このようなことが私たちの身の回りにありま
せんか。私たちは知らず知らずのうちに「みん
ながそうするから」という理由だけで「決め付
け」をしていませんか。

　洋服にしても持ち物にしても、男の子は青系
統、女の子は赤系統と決め付け、そこには子ど
もの気持ちは無視しています。この決め付けに
は「思わされている」という背景があります。
私たちは昔からの風習などで思わされ、不思議
にも思わないまま行動しています。これは障害
者差別・高齢者差別・女性差別・部落差別など、
すべての差別の構図と同じことです。そこにあ
る人の気持ちは抜きにして決め付け、思わせる
のです。そのことに気付き、行動していくこと
こそ私たちが幸せに暮らせる世界なのです。

「みんながそうするから」

年金は、人生の節目ごとに届け出が必要です
　ライフスタイルによって、国民年金の加入の仕方が変わることがあり

ます。結婚や就職、転職、退職など人生の節目には、その都度「届け

出」が必要です。手続きの際に添付書類が必要な場合があるので、事前

に社会保険事務所または市役所にご確認ください。

問合せ先
熊本東社会保険事務所　�０９６－３６７－２５００　　本庁市民課国保年金係　�３２－１１１１

各支所市民課国保年金係

三角支所　�５３－１１１１　　不知火支所　�３３－１１１１

小川支所　�４３－１１１１　　豊野支所　　�４５－２１１１

★賢く★

みんなの
年　金　額

こんなとき どうする？ 届 け 出 先

会社に就職した

会社を退職した

配偶者の扶養から外れた

配偶者の扶養になった

配偶者が就職したり、会社
を代わった

海外に居住する

第１号被保険者の資格喪失
の手続きをする

国民年金に加入の手続きをする
（被扶養配偶者も同様）

第１号被保険者への種別変
更の手続きをする

第３号被保険者への種別変
更の手続きをする

第３号被保険者になる手続
きをする

引き続き国民年金に加入し
たい場合は第１号被保険者
になる手続きをする

市役所

配偶者の勤務先

配偶者の新しい勤務先

協力者（親族）がいる→市役所
（本人の最後の住所地）
協力者がいない→日本国民年金協会

→→

→→

→→

→→

→→

→→


